
 

 

 

建築許可等事前協議申出書 

協議事項回答書 

法４３条第２項第２号許可 法４３条第２項第１号認定 

一括同意基準 

１から６に該当 

許可申請 

建築審査会諮問 

許可 

確認申請の経由 

事前相談（窓口） 

認定申請 

認定 

注意事項 

※１ 側溝整備、通路協定締結等は認定・許可申請前にしなければなりません。 

    添付図書・手数料等は添付図書一覧を確認してください。 

※２ 建築審査会の開催時期等については、審査指導課と協議してください。 

※３ 同意を得られない場合もあります。 

建築基準法第４３条第２項第１号認定・第２号許可申請のフロー 

一括同意基準 

１から６に該当せず 

同意 

許可申請 

※１ ※１ 

※２ 

14 営業日程度 14 営業日程度 

14 営業日程度 

※３ 

側溝整備 

14 営業日程度 

  


